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平成 25 年２月 12 日 

 

各     位 

 

 

会 社 名 株 式 会 社 ア ル プ ス 技 研

代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 牛 嶋 素 一

       （コード番号４６４１ 東証第一部） 

問 合 せ 先 常務取締役経営企画長  石 井 忠 雄

 (TEL ０４５－６４０－３７００) 

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について 

 

当社は、平成22年３月25日開催の第29回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量

取得行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)を導入しております。本プランの有効

期間は平成25年３月開催予定の第32回定時株主総会終結の時までとなっております。 

当社は、買収防衛策を巡る議論等を踏まえ、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のため

の取組みとして、本プランの是非・その在り方について検討を行ってまいりました。 

近時、わが国の証券市場において、一方的に株式の大量取得行為の提案またはこれに類似する

行為が顕在化しております。その場合、対象会社の企業価値及び株主共同の利益を損なうことも

考えられます。そのため、当社は、不適切な者により当社の財務及び事業方針の決定が支配され

ることを防止する取組みとして、当社の企業価値、ひいては株主共同利益の確保・向上のための

観点から、本日開催の取締役会において、平成 25 年３月開催予定の第 32 回定時株主総会におけ

る株主の皆様のご承認を条件に、本プランを継続することを決定いたしましたので、お知らせい

たします。 

本プランの継続につきましては、監査役３名（２名は社外監査役）いずれも、本プランの具体

的運用が適正に行われることを条件として、賛成する旨の意見を述べております。 

なお、本プランの継続にあたり、一部語句の修正・整理等形式的な文言の修正を行っておりま

すが、基本的なスキームの変更はございません。 

また、本日現在、当社に対する当社株式の大量取得行為を行う旨の通知や提案等を受けている

事実はありません。 

 

記 

１. 本プランのポイント 

本プランは、当社株式の大量買付が行われる場合の手続きを明確にし、株主の皆様が適切な

判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、買付者との交渉の機会を確

保することにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として

います。 

本プランは、以下のとおり合理性、透明性の高い仕組みにしており、株主の皆様のご意思を

十分反映するものとしております。 

(1) 本プランは、本年３月開催予定の定時株主総会における株主の皆様のご承認の下、継続す

ることといたします。 

(2) 本プランの対象となる買付は、株式の保有割合が20％以上となる買付です。  
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(3) 買付者には、事前に買付説明書の提出を求め、当社が、情報収集や検討を行う期間を確保

した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案を提示、買付者との交渉を行っていくため

の手続きを定めています。  

(4) 本プランに基づく対抗措置を発動する際は、当社取締役会が設置する独立委員会の勧告を

最大限尊重するものとします。 

(5) 独立委員会の委員は３名以上とし、独立性の高い社外監査役及び有識者から構成されます。 

(6) 独立委員会の判断の透明性を高めるため、決定内容その他株主の皆様に参考となる資料に

ついては、速やかに開示いたします。 

(7) この手続きを買付者が守らなかったなどの場合には、独立委員会の勧告に従い、取締役会

は、その時点の全ての株主の皆様に対し、保有株式１株につき１個の割合で「取得条項付新株

予約権」を無償で割当てることを決議することがあります。 

(8) 「取得条項付新株予約権」を無償で割当てることを決議した場合、当社は買付者以外の株

主の皆様から新株予約権を取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき、無償で当社株式

１株を交付します。  

(9) 新株予約権の無償割当ては以下のような所定の要件に該当し、かつ新株予約権の無償割当

てをすることが相当と認められる場合に原則として行います。  

・ 本プランに定める手続きを遵守しない場合。 

・ 株式を買い占め、当社に対し高値で買取りを要求する場合や、当社の経営を一時的に支配

して、資産処分により一時的な高配当をさせ株価を吊り上げ売り抜ける行為のような当社

の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合。 

(10) 株主の皆様への影響につきご説明します。  

・本プラン継続時においては、新株予約権の無償割当てを行いませんので影響はありません。  

・また、買付者が現れ、新株予約権の無償割当てを実施し、株式が交付された場合でも、買

付者以外の株主の皆様の保有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対しては直

接・具体的な影響を与えることはありません。 

・しかし、新株予約権の無償割当て実施後に、例えば買付者が買付を撤回した場合等には、

当社が当社株式を交付することなく無償で当該新株予約権を取得することがあります。こ

の場合、これに伴って、当社株式の価格が少なからず変動することがあります。  

(11) 株主総会決議をもって本プランの変更、継続、廃止をすることができます。 

(12) 本プランの有効期間は、平成 28 年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までの３年と

します。 
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本プランに係る手続きの流れ 

 

当社株式の大量取得行為 

 

 

   買付説明書提出 

(大量買付ルールを遵守する買付者) 

 買付説明書提出なし 

(大量買付ルールを遵守しない買付者) 

                         大量買付ルー 

         情報    交渉        ル遵守の要請 情報の提供 

         提供    追加情報の要求   情報の要求 

取締役会 

・買付者に対する情報提供の要求 

・買付者との交渉 

                  情報    追加情報          

                  提供    の要求          

独立委員会 

・ 必要情報の検討・評価・判断 

・ 当社取締役会からの代替案との比較・検討 

・ 新株予約権無償割当ての可否検討 

 

 

独立委員会から取締役会に対して勧告 

 

                       

 

取締役会 

新株予約権 

無償割当て不実施の決議 

 取締役会 

新株予約権無償割当てを株

主総会付議することを決議

 取締役会 

新株予約権 

無償割当て実施の決議 

                              

株主総会 

新株予約権無償割当て 

に関する株主意思確認 

 

 

 

新株予約権無償割当て 不実施  新株予約権無償割当て 実施 

 

 

上記フロチャートは本プランに対するご理解をいただくことを目的に参考として記載して

おります。本プランの詳細については、本文をご参照ください。 
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Ⅰ． 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

   当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解

し、技術者派遣企業として成長を継続し、企業価値ひいては株主共同の利益を安定的に確保し、

向上させていくことが必要であると考えております。当社は、株式の大量買付であっても、当

社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありま

せん。 

当社の株主の在り方について、当社は、公開会社として株主の皆様が所有する当社株式は

市場での自由な取引を通じて決まるものと考えております。従って、会社の支配権の移転を伴

う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるものと

考えております。 

しかし、株式の大量取得行為や買付提案の中には、買付の目的や買付後の経営方針等に鑑

み企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、買付に

対する代替案を提示するために合理的に必要とする期間を与えることなく行われるもの、当社

の持続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、顧客などの利害関係者との関係を破壊

し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらすもの等が想定さ

れます。 

このような大量取得行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者として適当でないと考え、当社は本プランを導入し、当社の企業価値・株主共同の利

益を確保するものであります。 

 

Ⅱ． 基本方針の実現に資する取組み 

１．企業価値向上のための取組み  

 当社は、昭和43年創業以来、社会や企業の発展も技術開発も、人と人の心のつながりが基

本であるとの意味をこめた、「Heart to Heart」の経営理念に基づいて、製品の開発・設計

分野において優れた技術力の提供とソリューションの提案によって高い付加価値を生み出し、

製造業のイコールパートナーを目指し日本の製造業の発展を支える技術者派遣企業として成

長してまいりました。 

当社は、グループの企業価値を高めるため第９次５カ年計画に基づいて、顧客との強固か

つ広範なパートナーシップの構築により事業規模の拡大を図るとともに、ライフキャリアプ

ランに基づいた技術者への支援及び教育研修を充実させることによって高度技術者の育成に

努めてまいります。また、社会・経済環境の変化にフレキシブルかつスピーディーに対応で

きる組織経営力の強化を進め、これらの実現によって経営品質の向上を図り、グループの総

合力を発揮しエンジニアリングアウトソーシング業界におけるリーディングカンパニーとな

ることを目指してまいります。 

 

第９次５カ年計画による企業価値向上への取組み(要旨) 

・ 顧客との強固かつ広範なパートナーシップの構築 

顧客の多様化するニーズに対応するため、高度な技術と信頼・安心を提供し、顧客との

強固かつ広範なパートナーシップを構築してまいります。また、ソリューション提案力

の強化を図るとともに、優秀な人材を確保し顧客の開発戦略を支え、顧客の事業拡大・

事業再編やグローバル展開を支援するため、技術支援サービスや人材ビジネスを積極的

に推進してまいります。 

・ ライフキャリアプランによる高度技術者の育成 

技術者が、自らの技術力を向上させ、自律的キャリアデザインを描けるよう、技術力や

経験を踏まえた教育・人事・ローテーションが一体となったライフキャリアサポートを

実施してまいります。特に、技術者教育に関しては、自社教育システムと併せ専門教育

機関との連携による教育研修体制を充実させ、また、請負・受託・ものづくり部門の技

術的蓄積を活用した専門技術者集団の育成を図り、更には、新たなキャリアプランの形

成及び新規事業創出に向けた社内ベンチャー制度の構築を図ってまいります。 
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・ 組織経営力の確立 

持続的な成長発展を目指すために、価値創造の源泉である現場に対する支援及び人材

育成を強化するとともに、リーディングカンパニーとしての社会的信頼に応えるため、

効率的かつ効果的な内部管理体制（コンプライアンスや内部統制など）の構築を図り、

また、グループの事業領域の拡大や国際化の進展に対応した経営管理体制の確立を推

進してまいります。 

第９次５カ年計画に基づいて、具体的な施策として当社グループの企業価値を高める

ため、「採用力の強化による優れた人材の確保」、「技術者育成支援システムの導入・

実施」、「教育研修の充実による技術力・人間力の向上」を図り、顧客の量的・質的

ご要望にお応えするとともに、技術者と顧客の最適な組み合わせによる高付加価値サ

ービスの提供を進めております。 

２．コーポレート・ガバナンスの強化による企業価値・株主共同の利益向上への取組み 

当社は、広く社会から期待される企業となるべくコーポレート・ガバナンスの充実を経営

の最重要課題の一つとして位置づけております。このため、取締役会の運営においては経営

の透明性・公正性及び効率性を確保することを基本としております。 

当社は監査役会設置会社として、独立性の高い社外監査役を含めた監査役の監査により経

営の実効性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。 

また、リスク管理や内部統制システムの整備等を通じ内部管理体制の強化に努め、企業倫

理憲章に基づいた健全な企業活動を推進し、ガバナンスの充実を図っております。 

当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を図るための取組みとして、株主の皆様に対す

る経営陣の責任を明確にするため、取締役の任期を１年としております。 

以上のような諸施策を実行し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努

めております。 

 

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み（当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)） 

１．本プランの目的 

当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)は、当社の企業

価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、基本方針に沿ってなされる

ものです。 

現時点において、別紙３．に記載のとおり創業者及びその関係者の当社株式における議決

権比率は20%を超えておりますが、それ以外には５%を超える株主はおらず金融機関、個人そ

の他と幅広く分散しております。今後、当社の発行する株式は、その流動性を増す可能性を

否定できないことから、基本方針に照らし不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針

の決定が支配されることを防止するため、当社株式に対する買付者に対し、遵守すべき手続

き(以下「大量買付ルール」といいます。)を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするため

に必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、取締役会ならびに独立委員会による買付

者との交渉の機会を確保することを目的としています。 

 

２． 本プランの内容 

 (1) 買付者に遵守を求める手続き（大量買付ルール） 

本プランは、当社株式の 20%以上の大量買付が行われる場合に、買付者に対し、事前に

当該買付に関する情報の提供を求め、当社が当該買付についての情報収集・検討等を行う

期間を確保した上で、株主の皆様に当社取締役会の計画や代替案等を提示したり、買付者

との交渉等を行っていくための手続きを定めています。  

 

 (2) 大量買付ルールを遵守しない場合等の措置 

買付者が大量買付ルールに従うことなく買付を行う場合等には、当社は、対抗措置とし

て当該買付者による権利行使が認められない旨、及び当該買付者以外の者から当社株式と

引換えに新株予約権を取得することができる旨の条件が付された取得条項付新株予約権
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(以下「本新株予約権」といいます。)を、その時点の当社を除く全ての株主の皆様に対し

て無償にて割当てることができます。 本新株予約権の無償割当ての実施または不実施等

の判断は、取締役会が選任した者により構成される独立委員会の判断を経るものとします。

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得に

伴って買付者以外の株主の皆様に当社株式の交付がなされた場合には、当該買付者の有す

る当社株式の議決権割合を最大 50%まで希釈化させる可能性があります。  

 

(3) 独立委員会の設置 

当社取締役会は、本プランに定めるルールを適正に運用し、当社取締役会にて恣意的な判

断がなされることを防止するための機関として、独立委員会規則（別紙１「独立委員会規則

の概要」）に従い、独立委員会を設置します。当社取締役会は、独立委員会の客観性及び合

理性を担保するため、当社の業務執行を行う経営陣からの独立性が高い社外監査役及び有識

者を独立委員会の委員といたします。 

本新株予約権の無償割当ての実施または不実施等の判断は、当社取締役会の恣意的判断を

排するため、独立委員会の判断を経るものとします。  

独立委員会の委員の数は３名以上とし、任期は選任後３年内に終了する事業年度のうち最

終の定時株主総会の終結の時までとします。  

本プランの更新時における独立委員会の委員の氏名及び略歴は、別紙２のとおりでありま

す。 

 

(4) 本プランの手続き 

本プランは、以下のいずれかに該当する当社株式に対する買付その他これに類似する行為

またはこれらの提案 1（当社取締役会が本プランを適用しない旨別途決定したものを除くも

のとし、以下「大量買付行為」といいます。)がなされる場合を適用の対象とします。 

大量買付行為を行い、または行おうとする者（以下「買付者」といいます。）は、予め本

プランに定める手続きに従わなければならないものとします。 

① 当社が発行者である株式等 2について、保有者 3の株式等の保有割合 4が 20%以上とな

る買付 

② 当社が発行者である株式等 5について、公開買付 6に係る株式等の株券等所有者割合 7

及び特別関係者 8の株式等所有割合の合計が 20%以上となる公開買付 

 
1 第三者に対して買付を勧誘する行為を含みます。  

2 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。  

3 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定される保有者をいい、同条第 3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。 

以下同じとします。  

4 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下同じとします。  

5 金融商品取引法第 27 条の 2第 1 項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下②において同じとします。 

6 金融商品取引法第 27 条の 2第 6 項に定義される「公開買付」を意味するものとします。以下同じとします。  

7 金融商品取引法第 27 条の 2第 8 項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下同じとします。  

8 金融商品取引法第 27 条の 2第 7 項に定義される「特別関係者」をいいます。但し、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の

公開買付けの開示に関する内閣府令第 3 条第 2項で定める者を除きます。以下同じとします。  

 

(5) 買付者に対する情報提供の要求 

買付者は、買付に先立ち、当社取締役会に対して、買付者の買付内容の検討のために下記

に定める情報(以下「必要情報」といいます。)及び買付者が買付に際して、本プランに定め

る手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「買付説明書」といいます。)を当

社の定める様式により日本語で提出していただきます。当社取締役会は、買付説明書を受領

した場合速やかに開示し、買付説明書を独立委員会に提供するものとします。当社取締役会
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または独立委員会が買付説明書の内容について必要情報として不十分であると判断した場

合には、買付者に対し、適宜合理的な回答期限を定めた上、直接または間接に必要な情報を

追加提出するよう求めることがあります。 

なお、当社取締役会は、買付者からの買付の提案がなされた事実とその概要及び必須情報

の概要、その他の情報のうち株主の皆様の判断に必要であると認められる情報がある場合に

は、適切と判断する時点で開示いたします。 

 

① 買付者及びそのグループ（共同保有者 9、特別関係者及び買付者を被支配法人等 10と

する者の特別関係者を含みます。）の詳細（氏名または名称及び住所または所在地、代

表者の役職名及び氏名、国内連絡先、事業内容、経歴または沿革、企業統治（ガバナ

ンス）システム、社会的責任（CSR）への取組み状況、資本構成、財務内容、法令遵守

状況、当該買付者による買付と同種の過去の取引の詳細等を含みます。）11 

② 買付の目的、方法及び内容（買付の対価の価額・種類、買付の時期、関連する取引

の仕組み、買付の方法の適法性、買付の実現可能性等を含みます。） 

③ 買付の価格の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数

値情報ならびに買付に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー効果の

内容、金額及びその算定根拠等を含みます。）  

④ 買付者による当社の株式等の過去の取得に関する情報  

⑤ 買付の資金の裏付け（買付の資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名

称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）  

⑥ 買付後の当社グループの経営方針（当社に係る利害関係者への対応方針を含みま

す。）、事業計画、資本政策、配当政策  

⑦ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報  

 
9 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に定義される共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を含みま

す。以下同じとします。  

10 金融商品取引法施行令第 9条第 5項に定義されます。  

11 買付者がファンドの場合は、各組合員その他の構成員について①に準じた情報を含みます。  

 

(6) 独立委員会の検討期間等 

独立委員会は、買付者から十分な必要情報が記載された買付説明書を受領した後、対価を

円貨の現金のみとする公開買付による当社全株式買付の場合は最大 60 日間、その他の大量

買付行為の場合は最大 90 日間を独立委員会による評価、検討の期間(以下「独立委員会検討

期間」といいます。)として設定し、その旨を速やかに開示します。独立委員会は、独立委

員会検討期間において、買付者の買付内容の検討、取締役会が提示する代替案の検討、買付

者と取締役会の事業計画等に関する情報収集、比較検討等を行い、当社の企業価値・株主共

同の利益を確保するという観点から買付内容を検討します。 

なお、独立委員会は、当初の独立委員会検討期間の満了時までに、対抗策の発動または不

発動の勧告を行うに至らない合理的な理由がある場合に限り、独立委員会検討期間を延長す

ることができることとし(延長の期間は最大 30 日間とします。)、その場合は、独立委員会

検討期間を延長するに至った理由等を速やかに開示します。 

独立委員会は、買付者から買付説明書が提出された場合及び必要情報が追加提出された場

合、取締役会に対しても、独立委員会が定める期間内に買付者の買付内容に対する意見及び

根拠となる資料、代替案その他独立委員が適宜必要と認める情報、資料等を提出するよう要

求します。 

 

また、当社の企業価値・株主共同の利益の確保、向上という観点から、独立委員会が、自

らまたは取締役会を通じて買付者に対して協議、交渉等を求めた場合には、買付者は速やか
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にこれに応じなければならないものとします。 

独立委員会の判断が企業価値・株主共同の利益の確保、向上に資するものとなるよう、独

立委員会は当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、

弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとし

ます。 

独立委員会は、その判断の透明性を高めるため、買付者から提出された買付説明書の概要、

買付者の買付内容に対する取締役会の意見、取締役会から提示された代替案の概要、検討期

間の延長その他独立委員会が適切と判断する事項について、営業秘密等開示に不適切と独立

委員会が判断した情報を除き、速やかに情報開示を行います。 

  

(7) 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告 

独立委員会は、買付者が出現した場合において、以下の手続きを行うものとします。なお、

独立委員会は、以下のいずれかの手続きに従い行われる勧告の内容その他判断事項について、

決定後速やかに開示を行うものとします。 

① 独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、または、

買付者による買付が下記の(8)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のい

ずれかに該当する等、当社の企業価値・株主の共同の利益を著しく損なうものである

と認められ、対抗措置を発動することが相当と判断した場合には、当社取締役会に対

して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告いたします。 

ただし、独立委員会は一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以

下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、行使期間開始日の前々営業日ま

での間、（無償割当ての効力発生時までは）本新株予約権の無償割当ての中止、または

（無償割当ての効力発生時の後は）本新株予約権を無償にて取得する旨の新たな勧告

を行うことができるものとします。 

a. 当該勧告後買付者が買付を撤回した場合その他買付者が存在しなくなった場合 

b. 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者による買付が下

記(8)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しないか、

または該当しても本新株予約権の無償割当てを実施することもしくは行使を認める

ことが相当でない場合 

   ② 独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合 

     独立委員会は、買付者の買付内容の検討、買付者との交渉等の結果、買付者による

買付が下記(8)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当し

ない、もしくは該当しなくなった、または該当しても対抗措置を発動することが相当

ではないと判断した場合には、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを

実施しないことを勧告いたします。 

 

(8) 本新株予約権の無償割当ての要件 

独立委員会は、買付者による買付が以下のいずれかに該当する等、当社の企業価値・株主

共同の利益を著しく損なうものであると認められ、かつ対抗措置を発動することが相当と判

断した場合は、本新株予約権の無償割当ての実施を取締役会に対し勧告いたします。 

なお、当該大量買付行為が当社の企業価値あるいは当社株主の皆様全体の利益を著しく損

なう目的であると合理的に判断される場合に発動するものであり、買付者の意図がこれらに

形式的に該当することのみをもって対抗措置を発動しないものとします。 

① 本プランに定める情報提供及び検討期間の確保のための手続きを遵守しない買付で

ある場合 

② 以下に掲げる行為等、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく侵害する買付であ

る場合 
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a. 当社株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する

行為 

b. 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社

の犠牲の下に買付者の利益を実現する経営を行うような行為 

c. 当社の資産を買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用す

る行為その他これに類似する行為 

d. 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を

処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当によ

る株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為 

e. 強圧的二段階買付(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買

付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の買付を行うことを

いいます。)等、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付である

場合 

       なお、独立委員会は上記②のいずれかに該当すると判断した場合でも、本新株予約

権の無償割当てを実施することについて、株主意思を確認することが相当であると判

断した場合は、当社取締役会に対して株主総会を招集し、本新株予約権無償割当ての

実施等に関する議案の付議を勧告することができるものとします。 

 

(9) 取締役会による決議 

① 取締役会決議 

当社取締役会は、上記Ⅲ２．(7)対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告を最大限

尊重して本新株予約権の無償割当ての実施または不実施の決議を行うものとします。 

なお、当社取締役会は、独立委員会から本新株予約権の無償割当ての実施の勧告が

行われた後であっても、大量買付行為が撤回された場合その他当該勧告の判断の前提

となった事実関係等に変動が生じた場合には、本新株予約権の無償割当ての中止その

他の決定を行うことができるものとします。 

② 株主意思確認 

独立委員会から、株主総会を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案

を付議する旨の勧告がなされた場合には、当社取締役会は、株主総会の開催が著しく

困難な場合を除き、実務上可能な限り最短の期間で速やかに株主総会を招集し、本新

株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議し、株主の皆様の意思を確認するも

のとします。 

③ 情報の開示 

当社取締役会は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施等

に関する決議を行った場合、当社取締役会が上記の株主総会を招集する旨の決議を行

った場合、または本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施に関する株主総会

の決議が行われた場合には、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と

判断する事項について、情報開示を行います。 

買付者は、当社取締役会または株主総会が本新株予約権の無償割当ての実施もしくは

不実施に関する決議を行うまでの間、買付を実行してはならないものとします。 

 

(10) 本新株予約権の概要 

本プランに基づき無償割当てをする新株予約権の概要は次のとおりであります。 

対抗措置が発動されることとなった場合、当社は(ⅰ)買付者による権利行使は認められ

ないとの行使条件及び(ⅱ)当社が当該買付者以外の者から当社株式 1 株と引き換えに本新

株予約権 1 個を取得する旨の取得条項が付された本新株予約権をその時点の全ての株主の

皆様に対して無償割当ていたします。 

① 本新株予約権の数  
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本新株予約権の無償割当てに関する取締役会または株主総会（以下「本新株予約権

無償割当て決議」といいます。）において別途定める一定の日（以下「割当て期日」と

いいます。）における当社の最終の発行済株式の総数（ただし、同時点において当社の

有する当社株式の数を控除します。）と同数とします。  

② 割当て対象株主  

割当て期日における最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その有す

る当社株式 1株につき本新株予約権 1個の割合で、本新株予約権を割当てます。  

③ 本新株予約権無償割当ての効力発生日  

本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。  

④ 本新株予約権の目的である株式の数  

本新株予約権の目的である当社株式の数は、1株とします。  

⑤ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際

して出資される財産の当社株式 1株当たりの価額は、1円を下限とし当社株式 1株の時

価の２分の 1 の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当て決議におい

て別途定める価額とします。 

⑥ 本新株予約権の行使期間  

本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日（以下、係る行使期間の

初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、原則として、1 ヶ月間から３ヶ月間ま

での範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。  

⑦ 本新株予約権の行使条件  

（ⅰ)特定大量保有者 12 、(ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(ⅲ)特定大量買付者 13、

(ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、(ⅴ)上記(ⅰ)ないし(ⅳ)に該当する者から本新株

予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、または、(ⅵ)

上記(ⅰ)ないし(ⅴ)に該当する者の関連者 14（以下、(ⅰ)ないし(ⅵ)に該当する者を「非

適格者」と総称します。）は、本新株予約権を行使することができません。  

 
12 当社が発行者である株券等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が 20%以上である者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みま

す。）をいいます。但し、当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、上記に該当することになった者である旨当社

取締役会が認めた者（ただし、その後、自己の意思により当社の株式等を新たに取得した場合を除く。）、その者が当社の株式等を取得・保有すること

が当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定め

る所定の者は、特定大量保有者に該当しないものとします。以下同じとします。  

13 公開買付けによって当社が発行者である株式等（金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定される株券等を意味するものとします。以下本脚注におい

て同じとします。）の買付け等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義され買付け等をいいます。以下本脚注において同じとします。）を行う旨の公告を行っ

た者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第 7 条第 1 項に定める場合を含みます。）に係る株

式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所有割合と合計して 20%以上となる者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みま

す。）をいいます。但し、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者

その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとします。以下同じとします。   

14 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれに該当すると認

めた者を含みます。）、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び

事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第 3条第 3 項に定義されます。）をいいます。  

 

また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続きが必要とされ

る非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません（但し、非居住

者の保有する本新株予約権も、適用法令に従うことを条件として、当社による当社株

式を対価とする取得の対象となります。）。さらに、本新株予約権の行使条件を充足し

ていること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の

書式による誓約書を提出しない者も、本新株予約権を行使することができません。 
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⑧ 本新株予約権の譲渡制限  

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。  

⑨ 当社による本新株予約権の取得 

当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新

株予約権を取得し、これと引き替えに本新株予約権 1 個につき当社普通株式１株を交

付することができるものとします。本新株予約権の取得条件の詳細については、本新

株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。 

なお、本新株予約権の行使が認められない者が保有する本新株予約権を当社が取得

する場合、その対価として金員等の交付は行わないものとします。 

⑩ 対抗措置発動の中止等の場合の無償取得 

当社取締役会が、対抗措置の発動を中止した場合その他本新株予約権無償割当て決

議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償

にて取得することができるものとします。 

⑪ 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の本新株予約権の交付  

本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。  

⑫ 新株予約権証券の発行  

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。  

⑬ その他  

上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償割当て決議にお

いて別途定めるものとします。  

 

(11) 本プランの有効期間、変更及び廃止 

本プランは平成 25 年３月の株主総会において、ご承認をいただいて発効するものであ

ります。本プランの有効期間は、平成 28 年３月開催予定の定時株主総会の終結の時まで

の３年間といたします。 

ただし、本プランの有効期間中であっても当社の株主総会において本プランの変更ま

たは廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で変更または廃止されるもの

とします。また、取締役会決議により本プランを廃止することができることとします。 

当社は、本プランの廃止または変更が決議された場合、速やかに開示します。 

 

３. 法令の改正等による修正 

本プランで引用する法令の規定は、平成 25 年２月 12 日現在施行されている規定を前提と

しているものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項ない

し用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、

上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読替えることができる

ものとします。また、法令の改正もしくは東京証券取引所規則変更等による文言の修正とい

った軽微な変更につきましては、当社取締役会にて本プランを修正することがあります。 

その場合には、その修正内容を速やかに開示します。 

 

４. 株主及び投資家の皆様への影響 

(1) 本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

本プランは、株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情

報、また現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を株主の皆様に提供し、さ

らには、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。

これにより、株主の皆様は、十分な情報のもとで、大量買付行為に応じるか否かにつ

いて適切な判断をすることが可能となり、そのことが株主の皆様の共同の利益の保護

につながるものと考えます。したがいまして、本プランの設定は、当社株主及び投資

家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、当社株主及び投資家
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の皆様の利益に資するものであると考えております。  

なお、買付者が本プランのルールを遵守するか否かにより大量買付行為に対する当社

の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者の動

向にご注意ください。(平成 24 年 12 月 31 日現在の当社大株主の状況は別紙３のとお

りです。)  

本プランの継続時点においては、本新株予約権の発行は行われませんので、株主及

び投資家の皆様の権利、利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

 

(2) 対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

買付者が本プランのルールを遵守しなかった場合、または買付者による買付が当社

の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ、かつ対抗措置を

発動することが相当と判断される場合には、当社取締役会は、株主の皆様の共同の利

益を守ることを目的に、対抗措置を発動することがあります。当該対抗措置として本

新株予約権の無償割当てを行う場合、当該決議において割当期日を定めこれを公告い

たします。この場合、割当期日における当社株主名簿に記録された株主の皆様に対し

て、その保有する当社株式１株につき１個の割合で、本新株予約権が無償にて割当て

られます。 

なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は独立委員

会の勧告に従い、本新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにお

いては本新株予約権の無償割当てを中止し、または本新株予約権の無償割当ての効力

発生日以降行使期間開始日の前日までにおいては、本新株予約権を無償にて取得する

場合があります。これらの場合には、当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じませ

んので、こうした希釈化が生じることを前提に売買を行った株主及び投資家の皆様は、

株価の変動により不測の損害を受ける可能性があります。  

 

(3) 対抗措置発動に伴う株主の皆様の手続き 

① 本新株予約権の行使の手続き  

当社は、割当て対象株主の皆様に対し、本新株予約権の行使に際してご提出いた

だく書類（行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の

必要事項ならびに株主の皆様ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等に

ついての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるも

のとします。）その他の書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主

の皆様においては、本新株予約権の行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、

本新株予約権１個当たり１円を下限とし、当社株式 1 株の時価の２分の１の金額を

上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当て決議において定める行使価額に

相当する金銭を所定の方法により払込むことにより、１個の本新株予約権につき１

株の当社株式が発行されることになります。なお、非適格者による本新株予約権の

行使に関しては、上記Ⅲ２.(10)「本新株予約権の概要」の趣旨に従って、別途当社

が定めるところに従うものとします。  

仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込

みを行わなければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有す

る当社株式が希釈化することになります。  

ただし、当社は、下記②に記載するところに従って非適格者以外の株主の皆様から

本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。当社

がかかる取得の手続きを取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権

の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに当社株式を受領することとなり、

その保有する当社株式の希釈化は生じません。  
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② 当社による本新株予約権の取得の手続き 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手

続きに従い、当社取締役会が定める日が到来することをもって、非適格者以外の株

主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を本新株予約権者に

交付することがあります。この場合には、取得の対象となる本新株予約権を保有す

る株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払込むことなく、当社による当該本新株予

約権の取得の対価として、本新株予約権１個当たり当社株式１株の交付を受けるこ

とになります（なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者

でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定

の書式による書面をご提出いただくことがあります。）。  

上記のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による本新株予約権の取得手続き等

の詳細につきましては、本新株予約権無償割当て決議が行われた後、株主の皆様に

対して公表または通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。  

 

Ⅳ． 本プランが基本方針に沿うものであること  

本プランは、当社株式等の買付者が買付に関する必要かつ十分な情報を株主及び投資家

の皆様、当社取締役会、独立委員会に事前に提供すること、これを遵守しない買付者に対

して当社独立委員会の勧告に基づき当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明

記しております。 

また、本プランに定める手続が遵守されている場合であっても、独立委員会が買付者の

買付が本プランに定める当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をも

たらす買付であると判断した場合、かかる買付者に対して当社取締役会は当社の企業価

値・株主共同の利益を確保するために本新株予約権無償割当ての対抗措置を講じることが

あることを明記しております。 

このように本プランは、基本方針の考え方に沿って設計されたものであると判断してお

ります。 

 

Ⅴ． 本プランが当社株主の共同の利益を損なうものではないこと  

本プランは、以下の理由により、当社株主の共同の利益を損なうものではないと判断し

ております。  

(1) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること  

本プランは、当社株式に対する買付がなされた際に、当該買付に応じるべきか否かを株

主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が意見を取りまとめ、代替案を提示するために

必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とする

ことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的を

もって導入しているものです。  

(2) 株主意思を重視するものであること  

本プランは、当社株主総会において承認可決されることにより決定されます。また、上

記 Ⅲ.２．(11)に記載したとおり本プランは有効期間を３年間とするいわゆるサンセッ

ト条項が付されています。また、その有効期間の満了前であっても、当社取締役会または

株主総会において、本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当

該決議に従い変更または廃止されることになります。以上により株主の皆様の意思に基づ

くものとなっております。  

 

Ⅵ． 本プランが当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

本プランは、以下の理由により、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判

断しております。  

(1) 独立性の高い社外監査役及び社外有識者の判断の重視と情報開示  



 14

当社は、本プランの導入にあたり、本プランに定めるルールを適正に運用し、当社取締

役会の恣意的判断を排除するための機関として独立委員会を設置しています。  

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外監査役及び

社外の有識者より構成されます。  

また、独立委員会の判断については必要に応じ株主の皆様に情報開示をすることとし、 

当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組み

を確保しています。 

(2) 合理的な客観的発動要件の設定  

本プランは、上記Ⅲ２．(8)本新株予約権の無償割当ての要件、上記Ⅲ２．(9)取締役会

による決議に記載したとおり、予め定められた合理的客観的発動要件が充足されなければ

発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための

仕組みを確保しています。  

(3) 第三者専門家の意見の取得  

上記Ⅲ２．(6)独立委員会の検討期間等に記載したとおり買付者が出現すると、独立委

員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、

弁護士、コンサルタントその他の専門家)の助言を得ることができることにより、独立委

員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保された仕組みとなっています。  

(4) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと  

上記Ⅲ２．(11)に記載したとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で

構成される取締役会により廃止することができることから、当社株式等の買付者が、当社

株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により本プランを廃止す

ることが可能です。従って、本プランはデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の

過半数を交代させても、なお、対抗措置の発動を阻止できない買収防衛策）ではありませ

ん。また、当社取締役の任期は１年であるため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取

締役会の構成の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要

する買収防衛策）でもありません。  

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

 

別紙１ 

独立委員会規則の概要 

 

１. 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

２. 独立委員会の委員は３名以上とし当社の設定している独立要件を充足し、当社の業務執行を

行う経営陣から独立している当社社外監査役及び有識者を当社取締役会が選任する。 

ここでいう有識者とは、当社と取引のない実績のある経営者、投資銀行業務に精通する者、弁

護士、公認会計士、大学教授またはこれに準ずる者で、別途当社取締役会が定める善管注意義

務条項等を含む契約を当社との間で締結した者とする。 

３. 独立委員会委員の任期は、選任後３年内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結の時

までとする。ただし当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。 

また、当社社外監査役であった独立委員会委員が、監査役でなくなった場合には、再任され

る場合を除き、独立委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。 

４. 独立委員会は、以下の各号に記載されている事項について決定し、その決定の内容に理由を

付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委員会の勧告を最大限尊重

して、本新株予約権無償割当ての実施または不実施等に関する会社法上の機関として決議を行

う。なお、独立委員会の各委員及び当社各取締役は、こうした決定にあたっては、当社の企業

価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自己または当社

の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

(1) 本新株予約権の無償割当ての実施(当社取締役会に対して、株主総会の招集、本新株予約

権無償割当ての実施に関する議案の付議を勧告する場合を含む)または不実施 

(2) 本新株予約権の無償割当ての中止または本新株予約権の無償取得 

(3) その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項 

 

以上に定めることに加え独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行うことができる。 

 

(1) 本プランの対象となる買付への該当性の判断 

(2) 独立委員会検討期間の延長の決定 

(3) 買付者及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期限の決定 

(4) 買付者の買付後の経営方針・事業計画等内容の精査・検討 

(5) 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討 

(6) その他本プランにおいて独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

(7) 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

５. 独立委員会は、買付者に対し、買付説明書及び提出された情報が必要情報として不十分であ

ると判断した場合には、自らまたは取締役会を通じて、買付者に対し、追加的に情報を提出す

るよう求めることができる。また独立委員会は買付者から買付説明書及び本必要情報が提出さ

れた場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、買付者の買付の内容に対する意見及び

その根拠資料、代替案、その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提示するよう要求する

ことができる。 

６. 独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買付者の買付

の内容を改善させるために必要があれば、自らまたは取締役会を通じて買付者と協議・交渉等

を行うものとし、また当社取締役会の代替案の株主等に対する提示等を行うものとする。 

７. 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他独立委員

会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明を求めることがで

きる。 

８. 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(弁護士、公認会計士、ファイナンシャル・

アドバイザー、コンサルタントその他の専門家を含む。)の助言を得ること等ができる。 
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９. 独立委員会委員は、買付がなされた場合、その他いつでも独立委員会を招集することができ

る。 

10. 独立委員会の決議は、原則として独立委員会の委員全員が出席(テレビ会議または電話会議

による出席を含む。以下同じ。)し、その過半数をもってこれを行う。ただし、委員に事故あ

るときその他やむ得ない事由があるときは、独立委員の過半数が出席し、その過半数をもって

これを行うことができる。 

 

以上 
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別紙２ 

 

 

独立委員会委員の氏名及び略歴 

 

 

氏 名 松田 壯吾（まつだ そうご） 

略 歴 

 

昭和 54 年４月 

昭和 57 年４月 

平成 12 年３月 

弁護士登録 

松田・豊島法律事務所弁護士（現職） 

当社社外監査役（現職） 

 

 

 

氏 名 宮谷 隆（みやたに たかし） 

略 歴 

 

 

平成 03 年４月 

 

 

平成 10 年 1 月 

弁護士登録 

森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 

(現職) 

パートナー弁護士 (現職) 

 

 

 

氏 名 原田 恒敏（はらだ つねとし） 

略 歴 昭和 47 年３月 

 

平成 04 年５月 

平成 21 年７月 

 

監査法人太田哲三事務所 

（現 新日本有限責任監査法人）入所 

同監査法人代表社員 

公認会計士原田恒敏事務所開設 代表（現職） 

 

  

  

  

          注) 当社と上記３氏との間に特別な利害関係はございません。 

 

 

以上 
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別紙３ 

 

当社株式の保有状況の概要 

（大株主の状況） 

 

 

平成 24 年 12 月 31 日現在の当社の大株主の状況は、以下のとおりであります。 

当社への出資状況 順

位 
株 主 名 

持株数 議決権比率 

1 有限会社松井経営研究所 1,088,521 10.02%

2 松井 利夫 919,513 8.46%

3 アルプス技研従業員持株会 493,278 4.54%

4 公益財団法人起業家支援財団 340,000 3.13%

5 株式会社東邦銀行 334,968 3.08%

6 株式会社横浜銀行 329,958 3.03%

7 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 211,900 1.95%

8 日本マスター・トラスト信託銀行株式会社(信託口) 195,600 1.80%

9 株式会社八十二銀行 173,823 1.60%

10 日本生命保険相互会社 154,362 1.42%

(注) 1.上記の他、自己株式を 337,983 株所有しております。 

 2.発行済株式総数は、11,248,489 株であります。 

 3.上記の第 1位、第 2位は、当社の創業者の関係会社及び創業者であります。 

なお、創業者の関係者を含めると、議決権比率は 20%超となります。 

 4.平成 24 年 12 月 31 日現在の所有者別分布は、下記のとおりであります。 

区 分 株主数(名) 持株数（株） 議決権比率(%) 

政府・地方公共団体 0 0 ― 

金融機関 28 2,183,043 20.10 

金融商品取引業者 19 54,588 0.50 

その他の法人 49 1,788,603 16.46 

外国法人等 44 152,725 1.40 

個人・その他 5,939 6,731,547 61.54 

自己名義株式 1 337,983 － 

合 計 6,080 11,248,489 100.0 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


